
居宅介護支援センター南海 重要事項説明書 

 
１．事業の目的と運営方針 

 要介護状態にある方に対し、適正な居宅介護支援を提供することにより、要介護状態の維持、

改善を目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提供します。 

 指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に

立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業

者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならないこと等を踏まえ、前６月

間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介

護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下「訪問介護等」という。）がそれぞ

れ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所

において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の

指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める

割合（上位３位まで）等につき十分に説明を行い同意を得るものとします。 

また、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提供

に努めます。 
 

２．事業者 

 法人名    社会福祉法人樹園 

 法人所在地  秋田県男鹿市船川港女川字鵜ノ崎１３０番地１ 

 法人連絡先  電話番号   ０１８５－２７－２２０１ 

        ＦＡＸ番号  ０１８５－２７－２２０２ 

 法人代表者  理事長  坂本 秀岳 
 

３．事業者の内容 

（１）居宅介護支援事業所の指定番号及び提供地域 

    事業所名       居宅介護支援センター南海 

    所在地        秋田県男鹿市船川港女川字鵜ノ崎１３０番地１ 

    介護保険事業所番号 居宅介護支援 ０５７０６０５２５３ 

    サービス提供地域  男鹿市、潟上市、秋田市(以外の場合は相談可) 

（２）事業所の従業者体制      

    管理者兼介護支援専門員（常勤兼務・１名） 

    業務内容   管理者     ： 事業所の管理・運営全般 

           介護支援専門員 ： 居宅介護支援に関する業務 

（３）窓口開設時間 

    平日(月曜日から金曜日)及び第１、第３土曜日 午前８:３０～午後５:３０ 

    休業日   第２、第４、第５土曜日・日曜日・祝祭日 

          お盆(８/１３～８/１６)・年末年始(１２/３０～１/３) 

（電話相談は２４時間年中無休） 

ご利用方法   ０１８５－２７－２２０１（休業日・夜間） 

           ０１８５－２２－３０５５（平日） 

 



４．サービスの内容 

① 居宅サービス計画の作成 

② 居宅サービス事業者との連絡・調整 

③ サービス実施状況の評価 

④ 利用者状態の把握 

⑤ 給付管理 

⑥ 要介護認定申請に対する協力・援助 

⑦ 相談業務 

 

５．サービス利用割合等 説明書 

  当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状

況は別紙１のとおりとします。 

 

６．利用料金 

別紙２ 利用料金表のとおりとします。 

 （１）交通費 

介護支援専門員がご利用者の自宅を訪問させて頂く時の交通費は事業所が負担いたし

ます。（ご利用者にご負担頂くことはありません） 

（２）解約料 

ご利用者は、いつでも契約を解約することができ、これに伴う解約料の発生はございま

せん。 

 

７．緊急時の対応 

  サービス提供時にご利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合は、速やかに主治医や

協力医療機関への連絡等必要な措置を講じます。 

 

８．事故発生時の対応 

  利用者本人が居宅サービス提供時に事故が発生した場合には、当該事業所、ご家族、市町村、

関係医療機関等への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置

について記録を行うものとします。 

 

９．守秘義務に関する対策 

  事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保守します。 

  また、退職後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とし

ています。 

 

１０．利用者の尊厳 

利用者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、従業者教育を行います。 

 

 

 

 



１１．人権の擁護及び虐待の防止のための措置 

事業者は、利用者の人権擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じるものとします。 

（１）人権の擁護、虐待防止等に関する担当者の配置及び指針の整備 

（２）成年後見制度の利用者支援 

（３）虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施 

（４）虐待防止委員会の定期的な開催と結果の周知 

２ 事業者は、サービス提供中に虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やか

に、これを市町村に通報するものとする。 

 

１２．感染症の予防及びまん延防止の措置 

   事業者は、感染症が発生し、又はまん延しないようにするため、次の措置を講じるもの

とします。 

（１） 感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備 

（２） 従業者に対する研修・訓練（シミュレーション）の実施 

（３） 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の開催 

  と結果の周知 

 

１３．業務継続計画の策定等 

   事業者は、感染症や非常災害の発生時において、サービス提供を継続的に実施するため、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画（BCP）を策定し、計画に

従い、次の措置を講じるものとします。 

（１） 業務継続計画の策定と、定期的な計画の見直し 

（２） 従業者に対する研修・訓練（シミュレーション）の実施 

（３） 従業者への業務継続計画の周知 

 

１４．苦情相談窓口 

※ 事業所が提供するサービス及び居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスに

ついて、ご相談や苦情などがございましたら、事業所の窓口までご遠慮なくお申し出くださ

い。 

 

ご利用相談室  窓口担当者：千葉 恵理子（管理者兼介護支援専門員） 

                解決責任者：千葉 恵理子（管理者兼介護支援専門員） 

第三者委員   高根幾久子  佐藤 竜 

        高橋かをる  小山内慶三郎  海道由也子 

ご利用時間   平日(月曜日から金曜日)及び第１、第３土曜日 

 午前８:３０～午後５:３０ 

    休業日     第２、第４、第５土曜日・日曜日・祝祭日 

            お盆(８/１３～８/１６) 年末年始(１２/３０～１/３) 

ご利用方法   ０１８５－２７－２２０１（休業日・夜間） 

           ０１８５－２２－３０５５（平日） 

 

※公的機関においても、次の機関において苦情申し出ができます。    



   男鹿市役所  介護サービス課 

          秋田県男鹿市船川港船川字泉台６６－１ 

          電話番号： ０１８５－２４－９１１９ 

          受付時間： 午前９：００～午後５：００ 

             （土・日・祝日・年末年始は休業） 
    

   潟上市役所  長寿社会課 

          秋田県潟上市天王字棒沼台２２６－１ 

          電話番号： ０１８－８５３－５３２３ 

          受付時間： 午前９：００～午後５：００ 

             （土・日・祝日・年末年始は休業） 
 

   秋田市役所  介護・高齢福祉課 

          秋田県秋田市山王１丁目１－１ 

          電話番号： ０１８－８６６－２０６９ 

          受付時間： 午前９：００～午後５：００ 

             （土・日・祝日・年末年始は休業） 

   秋田県国民健康保険団体連合会 

          秋田県秋田市山王４丁目２－３ 

          電話番号： ０１８－８８３－１５５０ 

          受付時間： 午前９：００～午後５：００ 

              （土・日・祝日・年末年始は休業） 
 

１５．損害賠償について 

事業所は、サービスの提供にともなって、事業所の責任によりご利用者様に生じた損害に

ついては、事業所は、速やかにその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とし

ます。 

ただし、損害の発生について、ご利用者様に故意又は過失が認められた場合には、ご利用

者様の置かれた心身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、事業所の

損害賠償責任を減じさせていただきます。 
 

１６．ご利用者へのお願い 
介護保険被保険証(介護保険証)の交付を受けた場合や、介護支援専門員から求められた場

合は速やかに提示するようお願いします。 

契約書及び本重要事項説明書、個人情報の使用に係る同意書、その他当事業所が交付した

書類は大切に保管してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



利用料金表 

 

（１）基本料金 

   要介護を受けた方は、介護保険から全額給付されているため、自己負担はありません。 

※ 利用者の保険料滞納のため、法定代理受領ができなくなった場合、要介護度に応

じて下記の金額（1 か月当り）をいただき、「サービス提供証明書」を発行いたし

ます。後日、市区町村の窓口に提出することで、全額払い戻しを受けられます。 

 

居宅介護支援費  要介護１又は２    １，０８６単位／月 

要介護３、４又は５  １，４１１単位／月 

  （運営基準減算の場合 ×５０／１００もしくは算定しない） 

 

（２）加算料金等 

初回加算                  ３００単位／回 

入院時情報連携加算（Ⅰ）          ２５０単位／月 

入院時情報連携加算（Ⅱ）          ２００単位／月 

退院・退所加算（厚生労働大臣が定める基準による算定） 

４５０～９００単位／回 

複合型サービス事業所連携加算        ３００単位／回 

緊急時等居宅カンファレンス加算       ２００単位／回 

ターミナルケアマネジメント加算       ４００単位／月 

通院時情報連携加算              ５０単位／月 

特定事業所加算（Ⅰ）            ５１９単位／月 

特定事業所加算（Ⅱ）            ４２１単位／月 

    特定事業所加算（Ⅲ）            ３２３単位／月 

    特定事業所加算（Ａ）            １１４単位／月 

    特定事業所医療介護連携加算         １２５単位／月 

＊ ただし、加算については基準に適合する場合のみ算定します。 


